
議案第６３号 
 

大田原市特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一 
部を改正する条例の制定について 

大田原市特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定する。 
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大田原市特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例 

大田原市特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

別表社会資本総合整備計画事業評価委員会委員の項の次に次のように加える。 

立地適正化計画策定委員会委員 
大学教授等 同 １５,０００円 

その他 同 ６,４００円 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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